




犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
・
支
援
拡
充
の
訴
え

犯
罪
被
害
者
等
基
本
法

犯
罪
被
害
者
等
支
援
施
策
に
つ
い
て

（
20
05
年
（
Ｈ
17
）
4月
施
行
）

犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
保
護
の
確
立

・
個
人
の
尊
厳
尊
重
と
尊
厳
に
ふ
さ
わ
し
い
処
遇
を
受
け
る
権
利

・
状
況
に
応
じ
た
適
切
な
施
策

・
長
期
的
・
多
面
的
な
支
援基
本
理
念

・
犯
罪
被
害
者
等
の
名
誉
・
生
活
の
平
穏
を
害
さ
な
い
配
慮

・
国
・
地
方
公
共
団
体
の
施
策
に
協
力

国
民
の
責
務

国
・
地
方
公
共
団
体
の
責
務

  

○
 1
　
相
談
お
よ
び
情
報
の
提
供

●
 2
　
損
害
賠
償
の
請
求
に
つ
い
て
の
援
助
等

●
 3
　
給
付
金
の
支
給
に
係
る
制
度
の
充
実
等

○
 4
　
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

○
 5
　
安
全
の
確
保

○
 6
　
居
住
の
安
定

○
 7
　
雇
用
の
安
定

●
 8
　
刑
事
に
関
す
る
手
続
へ
の
参
加
の
機
会
を
拡
充
す
る

　
　
　
た
め
の
制
度
の
整
備
等

●
 9
　
保
護
、
捜
査
、
公
判
等
の
過
程
に
お
け
る
配
慮
等

○
10
　
国
民
の
理
解
の
増
進

○
11
　
調
査
研
究
の
推
進
等

△
12
　
民
間
の
団
体
に
対
す
る
援
助

○
13
　
意
見
の
反
映
、
透
明
性
の
確
保

【 基 本 的 施 策 】

国
：
犯
罪
被
害
者
等
基
本
計
画
　
計
画
期
間
：
20
05
-2
01
0年
度
（
Ｈ
17
-2
2）

道
：
北
海
道
犯
罪
被
害
者
等
支
援
基
本
計
画
　
　
計
画
期
間
：
20
06
-2
01
0年
度
（
Ｈ
18
-2
2）

4つ
の
基
本
方
針

尊
厳
に
ふ
さ
わ
し
い
処
遇

を
権
利
と
し
て
保
障
す
る

こ
と

個
々
の
事
情
に
応
じ
て

適
切
に
行
わ
れ
る
こ
と

途
切
れ
る
こ
と
な
く
行
わ

れ
る
こ
と

国
民
の
総
意
を
形
成
し
な

が
ら
展
開
さ
れ
る
こ
と

1.
損
害
回
復
・
経
済
的
支
援
等
へ
の
取
組
み
（
基
本
法
第
12
･1
3･
16
･1
7条
関
係
）

42
施
策

2.
精
神
的
・
身
体
的
被
害
の
回
復
・
防
止
へ
の
取
組
み
（
基
本
法
第
14
･1
5･
19
条
関
係
）

69
施
策

3.
刑
事
手
続
へ
の
関
与
拡
充
へ
の
取
組
み
（
基
本
法
第
18
条
関
係
）

43
施
策

4.
支
援
等
の
た
め
の
体
制
整
備
へ
の
取
組
み
（
基
本
法
第
11
・
21
・
22
条
関
係
）

75
施
策

5.
国
民
の
理
解
の
増
進
と
配
慮
・
協
力
の
確
保
へ
の
取
組
み
（
基
本
法
第
20
条
関
係
）

29
施
策

５ つ の 重 点 課 題

推
進
体
制
に
関
す
る
も
の
（
19
項
目
）

合
計
25
8施
策

具 体 化 具 体 化

○
国
・
道
・
市
が
取
組
む
施
策
　
●
主
に
国
・
道
が
取
組
む
施
策

△
主
に
国
・
道
が
取
組
む
が
、
市
に
も
関
係
が
あ
る
施
策

19
53
年
（
Ｓ
28
）
■
刑
事
訴
訟
法
の
改
正

　
　
　
　
　
　
　
⇒
権
利
保
釈
の
除
外
事
由
の
追
加

　
　
　
　
　
　
　
（
被
害
者
等
へ
の
危
害
の
恐
れ
が
あ
る
場
合
）

19
55
年
（
Ｓ
30
）
■
自
動
車
損
害
補
償
法
の
制
定

19
58
年
（
Ｓ
33
）
■
刑
法
に
証
人
威
迫
罪
を
新
設

　
　
　
　
　
　
　
■
刑
事
訴
訟
法
の
改
正

　
　
　
　
　
　
　
⇒
被
告
人
の
退
席
・
退
廷
規
定
の
新
設

　
　
　
　
　
　
　
（
証
人
が
被
告
人
に
圧
迫
さ
れ
た
場
合
）

19
80
年
（
Ｓ
55
）
■
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
法
（
犯
給
法
）
の
制
定

19
81
年
（
Ｓ
56
）
■
財
団
法
人
犯
罪
被
害
救
援
基
金
の
設
立

19
85
年
（
Ｓ
60
）
■
国
連
総
会
で
「
犯
罪
及
び
権
利
濫
用
の
被
害
者
の
た
め

  
  
  
  
  
  
  
  
の
司
法
の
基
本
原
則
宣
言
」
が
採
択

19
96
年
（
Ｈ
 8
）
■
警
察
庁
が
犯
罪
被
害
者
対
策
要
綱
を
策
定
、

　
　
　
　
　
　
　
  
被
害
者
対
策
室
を
設
置

19
98
年
（
Ｈ
10
）
■
全
国
被
害
者
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
発
足

19
99
年
（
Ｈ
11
）
■
児
童
買
春
防
止
法
の
制
定

　
　
　
　
　
　
　
■
法
務
省
が
被
害
者
等
通
知
制
度
実
施
要
領
を
策
定

　
　
　
　
　
　
　
■
政
府
に
犯
罪
被
害
者
対
策
関
係
省
庁
連
絡
会
議
を
設
置

20
00
年
（
Ｈ
12
）
■
犯
罪
被
害
者
保
護
二
法

　
　
　
　
　
　
　
（
刑
事
法
等
改
正
法
・
犯
罪
被
害
者
保
護
法
）
を
制
定

　
　
　
　
　
　
　
⇒
犯
罪
被
害
者
等
の
刑
事
手
続
へ
の
関
与

　
　
　
　
　
　
　
■
改
正
少
年
法
・
ス
ト
ー
カ
ー
規
制
法

　
　
　
　
　
　
  
  
児
童
虐
待
防
止
法
の
改
正

20
01
年
（
Ｈ
13
）
■
犯
給
法
改
正

　
　
　
　
　
　
　
⇒
支
給
対
象
・
金
額
の
拡
充
、
早
期
援
助
団
体
の
指
定

　
　
　
　
　
　
　
■
配
偶
者
暴
力
防
止
法
の
制
定

国
・
民
間
団
体
に
よ
る
既
存
の
支
援

19
74
年
（
S4
9）

三
菱
重
工
ビ
ル
爆
破
事
件

19
95
年
（
H 
7）

地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
事
件

犯 罪 被 害 者 等 支 援 に 対 す る

世 論 の 高 ま り

治 安 対 策 ・ 運 輸 施 策 が

主 眼

犯 罪 被 害 者 等 支 援 の た め の 法 制 度 等 の 拡 充

社
会
背
景

刑
法
犯
の
認
知
件
数
 2
00
7年
（
Ｈ
19
）
　

-凶
悪
犯
（
殺
人
・
強
盗
・
放
火
・
強
姦
）

-粗
暴
犯
（
凶
器
準
備
集
合
・
暴
行
・
傷
害
・
脅
迫
・
恐
喝
）

１
．
５
％

４
５
．
７
％

【
札
幌
市
の
刑
法
犯
認
知
件
数
の
シ
ェ
ア
】

【
人
口
10
万
人
当
た
り
の
刑
法
犯
認
知
件
数
】

（
全
国
 1
,9
08
,8
36
件
）

（
北
海
道
 6
0,
88
0
）
件
）

人
口
シ
ェ
ア
 1
.5
%

人
口
シ
ェ
ア
 3
3.
9%

札
幌
市
（
17
政
令
市
平
均
・
札
幌
市
の
順
位
）

総
  
数
 1
,4
69
.6
件
（
1,
94
5.
8件
・
11
番
目
）

凶
悪
犯
  
  
 8
.2
件
（
  
 1
0.
2件
・
 9
番
目
）

粗
暴
犯
  
  
49
.9
件
（
  
 8
1.
5件
・
13
番
目
）
 

窃
盗
犯
 1
,0
79
.7
件
（
1,
48
4.
2件
・
10
番
目
）

知
能
犯
  
  
40
.9
件
（
  
 7
1.
0件
・
14
番
目
）
　

風
俗
犯
  
  
 9
.4
件
（
  
 1
2.
2件
・
10
番
目
）

そ
の
他
  
 2
81
.6
件
（
  
31
3.
6件
・
 9
番
目
）

２
７
，
８
４
０

２
７
，
８
４
０
件

　
　
　
１
５
５
件

　
　
　
９
４
６
件

※
20
07
年
（
Ｈ
19
）
12
月

※
20
07
年
（
Ｈ
19
）

※
罪
種
別
件
数
は
浜
松
市
を
除
く

犯
罪
被
害
者
等
の
置
か
れ
て
い
る
現
状

犯
罪
被
害
者
等
と
は
？
･･
･犯
罪
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
心
身
に
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
に
よ
り
害
を
被
っ
た
者
、
そ
の
家
族
・
遺
族

・
刑
事
手
続
に
も
っ
と
関
与
し
た
い

・
加
害
者
の
情
報
を
知
り
た
い

・
捜
査
や
公
判
の
結
果
、

　
加
害
者
の
処
遇
が
納
得
で
き
な
い

・
刑
事
手
続
に
参
加
す
る
負
担
が
重
い

刑
事
手
続
へ
の
不
満

・
身
体
へ
の
被
害
、
障
が
い

・
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
（
※
）
な
ど
精
神
的
な
被
害

・
働
き
手
の
喪
失
、
被
害
回
復
の
た
め
の

　
休
業
等
に
よ
る
経
済
的
な
困
窮

・
実
効
性
の
乏
し
い
加
害
者
か
ら
の
補
償
　

困
難
な
損
害
回
復

・
生
活
費
に
困
っ
て
る

・
自
宅
が
事
件
現
場
に
な
っ
た
の
で
、

　
他
の
住
居
に
移
り
た
い

・
雇
用
主
の
理
解
を
が
得
ら
れ
ず
、

　
働
き
続
け
ら
れ
な
い

日
常
生
活
の
不
安

・
加
害
者
が
逮
捕
さ
れ
ず
不
安

・
加
害
者
が
出
所
し
た
後
、
報
復
さ
れ

　
な
い
か
心
配

再
被
害
の
心
配

・
関
係
機
関
の
対
応
に
傷
付
い
た

・
メ
デ
ィ
ア
等
を
通
し
て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

　
を
侵
害
さ
れ
た

・
犯
罪
被
害
者
等
の
心
情
を
周
囲
の
人
が

　
理
解
し
て
く
れ
な
い

二
次
被
害
の
苦
痛

■
犯
罪
被
害
者
等
の
相
談
を
受
け
、
悩
み
を
聞
き
、
困
り
事
を
解
決
す
る
た
め
の
ア
ド
バ
イ
ス

　
を
す
る
こ
と

■
犯
罪
被
害
者
等
の
置
か
れ
た
状
況
や
心
情
を
よ
く
理
解
す
る
こ
と

■
犯
罪
被
害
者
等
の
損
害
の
回
復
を
進
め
、
苦
痛
を
和
ら
げ
る
た
め
の
手
助
け
を
す
る
こ
と

■
犯
罪
被
害
者
等
が
必
要
と
す
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と

犯
罪
被
害
者
等
が
抱
え
る
問
題

犯
罪
被
害
者
等
の
た
め
に
で
き
る
こ
と

■
犯
罪
被
害
者
等
の
窮
状
を
多
く
の
人
に
伝
え
る
こ
と

■
関
係
機
関
・
市
民
が
協
力
し
、
途
切
れ
な
く
き
め
細
か
な
支
援
を
行
う
こ
と

■
犯
罪
被
害
者
等
を
支
援
す
る
民
間
団
体
の
活
動
を
支
え
る
こ
と

資
料
　
1-
2

＜
新
設
・
拡
充
さ
れ
た
主
な
支
援
制
度
＞

■
被
害
者
参
加
制
度

　
被
害
者
が
、
被
告
人
に
対
し
質
問
を
行
う
な
ど
、
刑
事
裁
判
に
直
接
参
加
す
る
制
度
（
H2
0末
施
行
）

■
損
害
賠
償
命
令
制
度

　
被
害
者
か
ら
被
告
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
の
申
立
が
あ
っ
た
と
き
、
刑
事
事
件
に
つ
い
て
有
罪
の
言
い
渡

　
し
を
し
た
後
、
当
該
損
害
賠
償
請
求
の
審
理
・
決
定
が
で
き
る
（
H2
0末
施
行
）

■
犯
罪
被
害
者
給
付
制
度
の
拡
充

　
遺
族
給
付
金
・
障
害
給
付
金
を
自
賠
責
な
み
に
引
き
上
げ
（
H2
0.
7施
行
）

　

＜
新
設
・
拡
充
さ
れ
た
主
な
支
援
制
度
＞

■
「
北
海
道
犯
罪
被
害
者
等
総
合
相
談
窓
口
」
の
開
設
（
H1
9.
8）

※
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害




